
平
成
16
年
度
の
市
民
税
・
都

民
税
の
申
告
期
限
は
３
月
15
日

（
月
）
で
す
。
例
年
、
期
限
間

際
に
な
る
と
受
付
窓
口
が
た
い

へ
ん
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
勤
務
先
か
ら
小
平
市

役
所
に
給
与
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
る
方
や
、
税
務
署

に
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提

出
す
る
方
は
、市
民
税
・
都
民
税

の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

務
署
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
）

▽
平
成
16
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
住
所
は
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
、
事
業
所
ま
た
は
家

屋
敷
が
あ
る
方

平
成
15
年
中
無
収
入
の
方
で

も
申
告
書
が
届
い
た
場
合
は
、

非
課
税
証
明
書
の
発
行
、
国
民

健
康
保
険
税
算
定
の
基
礎
資
料

な
ど
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
告

書
の
裏
面
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、「
扶
養
親
族
」
と
し
て
、

同
居
者
の
申
告
書
に
氏
名
が
記

と
　
き

３
月
15
日
（
月
）
ま

で
の
月
曜
〜
金
曜
日
　
午
前
８

時
30
分
〜
11
時
30
分
、
午
後
１

時
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ

市
役
所
２
階
会
議
室

※
申
告
書
は
、
郵
送
な
ど
で
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
合
せ

市
民
税
課
ò
042
（
３

４
６
）
９
５
２
２

載
さ
れ
て
い
る
方
は
申
告
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
居
し

て
い
な
い
方
の
「
扶
養
親
族
」

で
あ
る
と
き
は
、
「
扶
養
さ
れ

て
い
た
」
と
い
う
内
容
の
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

Ω
３
月
は
道
路
交
通
環
境
整
備

強
化
推
進
期
間

道
路
に
障
害
物
が
あ
る
た

め
、
自
転
車
や
歩
行
者
が
こ
れ

を
避
け
て
通
り
、
交
通
事
故
に

あ
う
ケ
U

ス
が
増
え
て
い
ま

す
。
道
路
は
人
や
車
が
通
る
場

所
で
す
。
限
ら
れ
た
道
路
を
広

く
使
っ
て
、
安
全
を
確
保
す
る

た
め
、
３
月
を
「
道
路
交
通
環

境
整
備
強
化
推
進
期
間
」
と
し

て
、
道
路
を
き
れ
い
に
す
る
た

め
の
運
動
を
実
施
し
ま
す
。
次

の
こ
と
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

▽
道
路
上
に
商
品
や
看
板
を
置

く
こ
と
は
、
通
行
の
妨
害
と
な

り
、
法
令
で
禁
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。
道
路
に
は
物
を
置
か
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

▽
路
上
に
放
置
駐
車
し
て
あ
る

自
動
車
や
オ
U
ト
バ
イ
、
自
転

車
は
交
通
渋
滞
を
も
た
ら
し
、

交
通
事
故
発
生
の
原
因
に
も
な

グリーンロード（狭山・境緑道）沿いのたけのこ

公園（天神町一丁目）の竹林の中に、ボランティア

の皆さんの協力により散策道ができました。

竹林を吹き抜けるそよ風と、たけのこの成長で春

を感じてみませんか。

所
得
税
の
確
定
申
告
や
、
医

療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
、
寄
付
金
控
除
、
中
途

退
職
、
年
末
調
整
を
し
て
い
な

い
な
ど
の
理
由
で
所
得
税
の
還

付
を
受
け
る
と
き
は
、
税
務
署

へ
の
申
告
が
必
要
で
す
。

市
役
所
で
受
け
付
け
る
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
で
は
、
所

得
税
の
還
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
所
得
税
が
還
付
に
な
る
方

は
、
必
ず
税
務
署
へ
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

成
コ
U

ナ
U

」

で
、
税
務
署
提

出
用
の
申
告
書

を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
ま

す
。

※
土
地
・
建
物

な
ど
の
譲
渡
所

得
の
あ
る
方
な

ど
、
利
用
で
き

な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

は
、
税
務
署
で

所
得
税
の
確
定

申
告
を
す
る
と

源
泉
徴
収
さ
れ

た
所
得
税
が
戻

る
こ
と
が
あ
り

ま
す
）

▽
給
与
所
得
に

加
え
て
、
不
動

産
、
配
当
、
雑

所
得
な
ど
給
与

以
外
の
所
得
が

あ
っ
た
方
（
給

与
以
外
の
所
得

が
20
万
円
を
超

え
る
方
は
、
税

所
得
税
、
消
費
税
な
ど
の
納

税
に
は
、
口
座
振
替
が
便
利
で

す
。
口
座
振
替
の
手
続
き
は
、

預
貯
金
先
の
金
融
機
関
ま
た
は

税
務
署
に
「
預
貯
金
口
座
振
替

依
頼
書
」
を
提
出
し
て
い
た
だ

く
だ
け
で
す
。

な
お
、
振
替
納
税
を
ご
利
用

の
方
は
、
所
得
税
に
つ
い
て
は

４
月
16
日
（
金
）
に
、
消
費
税

に
つ
い
て
は
４
月
26
日
（
月
）

に
、
指
定
の
口
座
か
ら
引
き
落

と
し
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ

東
村
山
税
務
署
（
〒

189
―
８
５
５
５
　
東
村
山
市
本

町
１
―
20
―
22
）
ò
042
（
３
９

４
）
６
８
１
１

出
で
き
ま
す
。
申
告
書
「
控
」

が
必
要
な
方
は
、
「
控
」
と
と

も
に
必
ず
切
手
を
は
っ
た
返
信

用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い

国
税
庁
ホ
U
ム
ペ
U
ジ
（h

ttp
://w

w
w
.n
ta
.g
o
.jp

）

の
「
所
得
税
の
確
定
申
告
書
作

税
務
署
で
は
「
申
告
書
作
成

会
場
」
を
設
け
て
、
確
定
申
告

書
の
書
き
方
に
疑
問
な
ど
が
あ

る
方
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い

ま
す
。

平
成
16
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
住
ん
で
い
て
、
平
成
15

年
中
に
所
得
が
あ
り
、
次
に
該

当
す
る
方
。

▽
給
与
所
得
者
で
勤
務
先
か
ら

小
平
市
役
所
へ
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
が
な
い
方
（
勤
務
先

で
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
方

り
ま
す
。
放
置
駐
車
は
や
め
ま

し
ょ
う

▽
道
路
に
は
み
出
し
た
生
け
垣

や
庭
木
の
枝
は
、
信
号
機
や
標

識
を
見
え
に
く
く
し
た
り
、
歩

行
者
や
自
転
車
の
通
行
を
妨
害

し
ま
す
。
庭
木
や
生
け
垣
の
せ

ん
て
い
を
お
願
い
し
ま
す

〈
小
平
警
察
署
、
東
京
都
、
東

京
都
北
多
摩
北
部
建
設
事
務

所
、
小
平
市
〉

平
成
15
年
度
の
市
税

（
市
・
都
民
税
、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽

自
動
車
税
、
国
民
健
康
保

険
税
）
は
、
い
ず
れ
も
納

期
が
過
ぎ
ま
し
た
。
ま
だ

納
め
て
い
な
い
方
は
早
急

に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞

金
が
加
算
さ
れ
る
ば
か
り

で
な
く
、「
差
し
押
さ
え
」

な
ど
の
滞
納
処
分
を
受
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

事
情
が
あ
っ
て
納
期
内

に
納
め
ら
れ
な
か
っ
た
方

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
収
納
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
２
７
・

９
５
２
８

正
し
い
交
通
ル
U
ル
や
マ
ナ

U
を
身
に
つ
け
、
安
全
に
車
を

運
転
す
る
た
め
、
講
習
会
を
実

施
し
ま
す
。

日
　
程

右
表
の
と
お
り

内
　
容

映
画
と
講
話

申
込
み

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ

小
平
警
察
署
交
通
課

ò
042
（
３
４
３
）
０
１
１
０
内

線
４
１
５
２

▽
所
得
税
、
贈
与
税
の
申
告
と

納
税
は
３
月
15
日
（
月
）
ま
で

で
す

▽
個
人
事
業
者
の
消
費
税
の
申

告
と
納
税
は
３
月
31
日
（
水
）

ま
で
で
す

▽
期
限
が
近
づ
く
と
、
税
務
署

の
窓
口
は
た
い
へ
ん
混
雑
し
ま

す
。
申
告
と
納
税
は
、
早
め
に

済
ま
せ
ま
し
ょ
う

▽
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
に
申

告
書
な
ど
を
提
出
す
る
場
合

は
、
税
務
署
正
門
左
側
の
「
時

間
外
文
書
収
受
箱
」
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

▽
申
告
書
は
郵
送
な
ど
で
も
提

平成16年（2004年）
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西
武
新
宿
線
・
国
分
寺
線

東
村
山
郵
便
局
〒

府
中
街
道

東
村
山
市
役
所

酒店

Ｎ

電器店

NTT

東村山税務署

東
村
山
駅

至
所
沢

至
小
平

道
路
は
み
ん
な
の
も
の

明
る
く
き
れ
い
に
安
全
に

※時間はいずれも午後７時～７時45分です
　(受付は６時30分から)。

３月19日(金) 学園西町地域センター

３月20日(土・祝) 学園東町地域センター

３月22日(月) 大沼地域センター

３月23日(火) 東部出張所

３月24日(水) 上宿公民館

３月25日(木) 小川西町公民館

３月26日(金) 花小金井北公民館

３月29日(月) 美園地域センター

３月30日(火) 中央公民館

と　　き と　こ　ろ

市
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

申

告

の

ご

注

意

申

告

の

相

談

は

収
入
が
な
か
っ
た
方

申

告

の

相

談

は

市
民
税
・
都
民
税
の

申

告

が

必

要

な

方

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

確

定

申

告

書

が

作

成

で

き

ま

す

たけのこ公園の竹林に散策道が完成
竹林を散策して、春を感じてみませんか

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

納

税

は

口

座

振

替

で


